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＜お申込み・お問合せ＞  

  １０月３日(月)から簡易電子申込もしくは 

電話か直接、男女共同参画センターへ 

 
 

 

 

 

 （簡易電子申込はこちら） 

                        

 

■所在地  高槻市紺屋町１－２ ｸﾛｽﾊﾟﾙ高槻 4階 

■電 話  ０７２－６８５－３７２５ 

■窓 口  ９：００～１７：１５ 

■休館日  令和４年１１月１３日（日） 

 

 

 

お子さんと自分の新しい生活を考えるとき、最初に課題となるのが離婚・お金のことではないでしょう
か。離婚についての法律的な知識や、ひとり親家庭のお金についての情報を知り、悩みや不安を解
消しましょう。 

〔対 象〕 ひとり親またはひとり親になることを考えている女性 

      （申込者多数の場合は市内在住・在勤・在学の方優先） 

〔定 員〕 １８人（申込順） 

       ※希望する回だけの受講も可 

        

〔主 催〕  高槻市 (人権・男女共同参画課) 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症予防対策により講座が中止となる場合があります。ご了承ください。 

※申込状況によっては、当日参加が可能な場合もありますので電話でお問い合わせください。 

※お聞きした個人情報は他の目的には使用しません。 

第２回：令和４年１１月１９日（土）午前１０時～正午 

『離婚とお金の講座～給付型奨学金・教育費・保険・家・年金・貯金～』   

講師：女性とシングルマザーのお金の専門家® 加藤 葉子さん 

 場所：クロスパル高槻３階 ３０１会議室 

参加費 無料 

第１回：令和４年１０月２９日（土）午前１０時～正午 

『離婚に向けての法律講座～ケースに沿って考える～』           

講師：女性共同法律事務所 弁護士 角崎 恭子さん 

場所：クロスパル高槻４階 ４０１会議室 

 

☆保育無料☆ 

未就学児、定員５名、申込順 

※保育が必要な方は１０月１９日（水）まで

にお申込みください。 

※講座会場にお子様の入場はできません。 

～ひとりで悩んでいませんか？ 
知っておきたいこれからのこと～ 

令和４年度 連続講座 女性限定 


